
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（特定有期雇用教職員の定義） （特定有期雇用教職員の定義）

第２条 この規則において「特定有期雇用教職員」 第２条

とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 特定教員 任期を付して雇用する教員のうち (1)、

別表第１職名の欄に掲げる職名で、同表資金の

、名称の欄に掲げる資金に係る特定のプログラム

プロジェクト等により雇用される者 （同 左）

(2) 年俸制特定教員 任期を付して雇用する教員 (2)

のうち、部局が定め、総長の認める特定のプロ

グラム、プロジェクト等により特定教授、特定

准教授、特定講師又は特定助教の職名で雇用さ

れる者

(3) 特定拠点教員 任期を付して雇用する教員の

うち、世界トップレベル国際研究拠点形成促進

プログラム（以下「トップレベル拠点プログラ

ム」という ）により特定拠点教授、特定拠点准。

教授、特定拠点講師又は特定拠点助教の職名で

雇用される者

(3) 特定外国語担当教員 任期を付して雇用する (4)

教員のうち、外国語科目又は専門教育科目を担

当させるに足る高度の専門的学識又は技能を有

する者で、特定外国語担当教授、特定外国語担

当准教授又は特定外国語担当講師の職名で雇用

される者

（同 左）
(4) 特定病院助教 任期を付して雇用する教員の (5)

うち、医師免許又は歯科医師免許を取得してい

る者であって、医学部附属病院が定め、総長の

認める特定のプログラム、プロジェクト等によ

り、特定病院助教の職名で雇用される者

(5) 特定職員 任期を付して雇用する職員のうち (6)、

高度な専門的知識及び豊富な実務経験を必要と

する専門的業務に従事する者

(7) 特定拠点研究員 任期を付して雇用する職員

のうち、トップレベル拠点プログラムにより、

特定の研究課題等を定め研究に従事する者

(6) 特定医療技術職員 任期を付して雇用する技 (8)

術職員のうち、別表第２左欄に掲げる職名に係

る免許を取得している者又は当該免許の試験に

合格し、かつ、免許証が未交付の者であって、 （同 左）

それぞれ同表左欄又は右欄に掲げる職名で雇用

されることにつき業務の遂行上必要な能力を有

すると当該部局の長が認めた者

（中 略）

（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第６条 この章に定めるもののほか、特定教員の就 第６条 この章に定めるもののほか、特定教員の就

業に関する事項については、就業規則（第２３条 業に関する事項については、就業規則（第２３条

。） 。 、 。） 。 、及び第６４条を除く の規定を準用する ただし 及び第６４条を除く の規定を準用する ただし

同規則第２条第３項の規定により特定教員に準用 同規則第２条第３項の規定により特定教員に準用



改 正 前 改 正 後

する採用・懲戒等に関する事項のうち、国立大学 する採用・懲戒等に関する事項のうち、国立大学

法人京都大学教員就業特例規則（平成１６年達示 法人京都大学教員就業特例規則（平成１６年達示

第７１号。第６条の５において「教員就業特例規 第７１号。以下「教員就業特例規則」という ）第。

則」という ）第６条の規定は、この限りでない。 ６条の規定は、この限りでない。。

（中 略）

（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第６条の５ この章に定めるもののほか、年俸制特 第６条の５ この章に定めるもののほか、年俸制特

定教員の就業に関する事項については、就業規則 定教員の就業に関する事項については、就業規則

（第２３条及び第６４条を除く ）の規定を準用す （第２３条及び第６４条を除く ）の規定を準用す。 。

る。ただし、同規則第２条第３項の規定により年 る。ただし、同規則第２条第３項の規定により年

俸制特定教員に準用する採用・懲戒等に関する事 俸制特定教員に準用する採用・懲戒等に関する事

項のうち、教員就業特例規則第６条の規定並びに 項のうち、教員就業特例規則第６条の規定並びに

就業規則第３１条の規定により年俸制特定教員に 就業規則第３１条の規定により年俸制特定教員に

準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人 準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人

京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０ 京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０

号。第１４条において「給与規程」という ）第５ 号。以下「給与規程」という ）第５条から第８条。 。

条から第８条まで、第１１条から第２２条まで及 まで、第１１条から第２２条まで及び第２７条か

び第２７条から第３５条までの規定は、この限り ら第３５条までの規定は、この限りでない。

でない。

第２章の３ 特定拠点教員

（職務内容）

第６条の６ 特定拠点教員は、トップレベル拠点プ

ログラムを実施するための研究拠点において研究

に従事する。

（俸給）

第６条の７ 特定拠点教員の俸給月額は、別表第４

に掲げる額とする。ただし、特に必要と認めると

きは、同表に定める額以外の額とすることができ

る。

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び

。能力に応じて当該拠点の長が決定するものとする

（契約期間）

第６条の８ 特定拠点教員の契約期間は、五の事業

年度以内とする。ただし、当該プログラムの継続

する期間を限度として、これを更新することがで

きる。

（他の規則の準用）

第６条の９ この章に定めるもののほか、特定拠点

教員の就業に関する事項については 就業規則 第、 （

２２条、第２３条及び第６４条を除く ）の規定を。

準用する。ただし、同規則第２条第３項の規定に

より特定拠点教員に準用する採用・懲戒等に関す

る事項のうち、教員就業特例規則第６条の規定並

びに就業規則第３１条の規定により特定拠点教員

に準用する給与に関する事項のうち、給与規程第

、 、５条から第８条まで 第１１条から第２２条まで

第２７条から第３３条の４まで並びに第３４条及

び第３５条の規定は、この限りでない。



改 正 前 改 正 後

第２章の３ 特定外国語担当教員 第２章の４ 特定外国語担当教員

（職務内容） （職務内容）

第６条の６ 特定外国語担当教員は、特定の外国語 第６条の１０

。科目又は専門教育科目に係る教育研究に従事する

（準用） （準用）

第６条の７ 第６条の３、第６条の４及び第６条の 第６条の１１ （同 左）

５の規定は、特定外国語担当教員に準用する。こ

の場合において 年俸制特定教員 とあるのは 特、「 」 「

定外国語担当教員」と読み替えるものとする。

（中 略）

（俸給） （俸給）

第８条 特定病院助教の俸給月額は、別表第４に掲 第８条 特定病院助教の俸給月額は、別表第５に掲

げる額とする。 げる額とする。

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び ２ （同 左）

能力に応じて決定するものとする。

（中 略）

（俸給） （俸給）

第１２条 特定職員の俸給月額は、別表第５に掲げ 第１２条 特定職員の俸給月額は、別表第６に掲げ

る額とする。 る額とする。

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び ２

能力に応じて決定するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、大学が特に認めた ３ （同 左）

場合は、当該職員の俸給月額を第１項に定める額

以外の額とすることができる。

（契約期間） （契約期間）

第１３条 特定職員の契約期間は、五の事業年度以 第１３条 特定職員の契約期間は、五の事業年度以

内とする。 内とする。

２ 契約期間は、これを更新しない。 ２ 契約期間は、これを更新しない。ただし、トッ

プレベル拠点プログラムにより雇用する場合にお

いては、当該プログラムの継続する期間を限度と

して、更新することができる。

（他の規則の準用） （他の規則の準用）

第１４条 この章に定めるもののほか、特定職員の 第１４条

就業に関する事項については、就業規則（第２３

条及び第６４条を除く ）の規定を準用する。ただ。

し、同規則第３１条の規定により特定職員に準用

する給与に関する事項のうち、給与規程第５条か

ら第８条まで、第１１条から第２２条まで及び第

２７条から第３５条までの規定は、この限りでな

い。

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２２ ２ （同 左）

条第１項第２号の規定は、大学が特に認めた場合

は、これを準用しない。

３ 第１項ただし書きの規定にかかわらず、特定職 ３

員で管理監督者相当職（給与規程別表第９で定め

る俸給の特別調整額支給対象者に準ずる者）に就

いている者については、給与規程第２７条の規定

を準用するものとし、第２３条及び第２４条の規

定は、これを準用しない。



改 正 前 改 正 後

第４章の２ 特定拠点研究員

（職務内容）

第１４条の２ 特定拠点研究員は、トップレベル拠

、点プログラムを実施するための研究拠点において

特定の研究課題等を定め研究に従事する。

（俸給）

第１４条の３ 特定拠点研究員の俸給月額は、別表

第７に掲げる額とする。

２ 前項の額については、雇用される者の経験及び

能力に応じて決定するものとする。

（準用）

第１４条の４ 第１３条及び第１４条（第３項を除

く ）の規定は、特定拠点研究員に準用する。この。

場合において 「特定職員」とあるのは「特定拠点、

研究員」と読み替えるものとする。

（後 略）

附 則

、 。この規則は 平成１９年１０月１日から施行する

別表第１ 別表第１

別表第２ （略） 別表第２ （同 左）

別表第３ 別表第３

別表第４

俸 給 月 額
Ａ 0,000円40

Ｂ 0,000円45

Ｃ 0,000円50

Ｄ 0,000円55

Ｅ 0,000円60

Ｆ 0,000円65

Ｇ 0,000円70

Ｈ 0,000円75

Ｉ 0,000円80

Ｊ 0,000円85

0,000円Ｋ 90

0,000円Ｌ 95

Ｍ 0,000円1,00

Ｎ 0,000円1,05

Ｏ 0,000円1,10

Ｐ 0,000円1,20

Ｑ 0,000円1,30

Ｒ 0,000円1,40

Ｓ 0,000円1,50

Ｔ 0,000円1,60

Ｕ 0,000円1,70

Ｖ 0,000円1,80

0,000円Ｗ 1,90

0,000円Ｘ 2,00

0,000円Ｙ 2,10

0,000円Ｚ 2,20



改 正 前 改 正 後

（略） （同 左）
別表第４ 別表第５

別表第５ 別表第６

別表第７

俸 給 月 額
Ａ 0,000円30

Ｂ 0,000円35

Ｃ 0,000円40

Ｄ 0,000円45

Ｅ 0,000円50

Ｆ 0,000円55

Ｇ 0,000円60

Ｈ 0,000円65

Ｉ 0,000円70

Ｊ 0,000円75

0,000円Ｋ 80


